
 

 様式第 1号（市民活動団体提案事業） 

 

令和７年度募集 国分寺市提案型協働事業「提案書」 

 

令和７年 ７月 ７日 

国分寺市長 殿 

 

団体の所在地 東京都府中市宮町一丁目１００番地 

                 ル・シーニュ５階 

団 体 名 特定非営利活動法人 エンツリー 

              

代表者氏名 林 丈雄               (※) 

                    (※)本人が手書き(署名)しない場合は、記名し押印してください。 

                       「申請書類等提出方法申出書」を提出している場合は、記名 

で構いません。押印は不要です。 

次のとおり提案します。なお、会員名簿・担当者連絡先を除き公開を承諾します。 

１  提案事業名 

交流と連携による地域活性化事業 

(適合する、市の施策または事務事業：第２次国分寺市総合ビジョン 前期

実行計画 施策 10 中心事業④) 

２ 事業実施期間 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日まで 

３ 提案事業予算 １，１１９，３７１円 

４ 提案事業概要 

（事業目的、内容等を 

 400字以内でご記入 

 ください。この欄の 

 記載内容は、ホーム 

 ページ等で公表し 

 ます。） 

学生や若者をはじめとする市民・団体・市・企業等の交流を促進し、

それぞれの活動内容や課題を共有することで、各ステークホルダー間の

連携による地域課題解決の糸口を探ることを目的とする。  

「テーマ型交流カフェ」を通して、今後活動を始めたい市民や団体間

の連携を深め、新たな活動のアイディア出しや情報交換を促進する。参

加者同士が直接交流する機会を創出し、その相互理解を深めることで、

地域課題に対する意識を向上させる。  

また、活動分野や立場を超えた「大交流カフェ」を開催することで、

地域全体に関わる課題を多角的に捉え、市民参加によるまちづくりを活

性化し、持続可能な地域社会の形成に寄与する。結果として、市民や団

体の地域課題解決に向けた自律的な取り組みを促進し、その過程を支援

することで、持続可能なまちづくりの実現に寄与する。 

なお、参加する学生や若者をはじめとする市民・団体とともに、当交

流カフェの運営を主体的に担えるような体制作りに努め、更なる新規層

を発掘し続けられる仕組みを構築する。   

５ 添付書類 

企画書(２号様式)               
収支予算書（３号様式) 
団体概要書(４号様式)               
定款又は規約 

☐会員名簿                          
予算・決算関係書類 
法人市民税納税証明書             
その他(交流イベント実績) 
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様式第２号（市民活動団体提案事業）  

団体名 特定非営利活動法人 エンツリー       

 

１ 提案事業名 交流と連携による地域活性化事業 

２ 事業の目的 

（解決すべき社会

問題・地域課題、事

業の意義や必要性

について） 

学生や若者をはじめとする市民・団体・市・ 企業等の交流を促進し、そ

れぞれの活動内容や課題を共有することで、各ステークホルダー間の連携

による地域課題解決の糸口を探ることを目的とする。  

「テーマ型交流カフェ」を通して、今後活動を始めたい市民や団体

間の連携を深め、新たな活動のアイディア出しや情報交換を促進す

る。参加者同士が直接交流する機会を創出し、その相互理解を深める

ことで、地域課題に対する意識を向上させる。  

また、活動分野や立場を超えた「大交流カフェ」を開催することで、

地域全体に関わる課題を多角的に捉え、市民参加によるまちづくり

を活性化し、持続可能な地域社会の形成に寄与する。結果として、市

民や団体の地域課題解決に向けた自律的な取り組みを促進し、その

過程を支援することで、持続可能なまちづくりの実現に寄与する。 

３ 事業の内容 

（事業の目的を達

成するために何を

するか） 

アクティ・ココブンジやリオンホールを活用し、以下の２つの事業を実施

する。 

①テーマ型交流カフェ 

毎回、まちづくりに資する各分野のトークテーマを設定してゲストを招き、

普段の活動内容や活動の想いを聞き出す。市の総合ビジョンも参照し、複

数年かけて継続開催することで、幅広い分野を取り扱う事が可能となる。 

【テーマ案】 

学生・若者、福祉、環境、子育て、スポーツ、文化芸術、防災 等 

※初回は「学生・若者」のテーマで開催し、学生や若者に向けてその後の

交流カフェ開催時の運営としての協力参加も促す。 

【内容】 

ゲストスピーカーの話、質疑応答、テーマトーク（国分寺の地域課題や団

体の活動、テーマに即した話題）、フリートーク（名刺交換会）、参加者の

PRタイムで構成。 

【開催時間】 

各回２．０時間 

【参加者数（見込み）】 

各回２０名 

 

②大交流カフェ 

活動分野や属性を横断して、多様な背景を有した団体や市民、学生、市職

員、企業人が交流し、協働につながる機会を提供する。 

【内容】 

ゲストスピーカーの話、質疑応答、テーマトーク（国分寺の地域課題に関

する話題）、フリートーク（名刺交換会）、参加者の PRタイムで構成。 

【開催時間】 
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２．５時間 

【参加者数（見込み）】 

１００名 

４ 事業計画  

（事業の実施スケ

ジュール） 

①テーマ型交流カフェ 

・全４回開催（８月、１０月、１２月、１月） 

 ※ただし、若者をはじめ参加者が主体的にカフェを運営する体制が構築

できた場合は、回数が増加する場合もある。 

・開催の概ね３か月前には企画の調整を開始する。 

・開催の概ね１か月前には広報を開始する。 

・開催後、概ね１か月以内には開催報告をＳＮＳ等で発信する。 

②大交流カフェ 

・全１回開催（令和９年２月上旬頃） 

・開催の概ね３か月前には企画の調整を開始する。 

・開催の概ね２か月前には広報を開始する。 

・開催後、概ね１か月以内には開催報告をＳＮＳ等で発信する。 

５ 目標値 
 （事業期間で達

成する目標） 

・参加者数 

 テーマ型交流カフェ２０名×４回 

 大交流カフェ１００名 

６事業の対象 

（地域、具体的対

象者、対象総人数

等） 

市内および近隣市にいる学生や 20代までの若者（※） 

アクティ・ココブンジ登録市民活動団体：９０団体 

企業：包括連携協定２１団体 

自治会・町内会：１２６自治会（令和７年５月時点） 

社会福祉協議会ボランティアセンター関連団体等 

こくぶんじカレッジ関係者 

市民活動に興味がある市民等 

国分寺市の各課の職員 

※学生・20代までの若者（18～29 歳の市民）：17,019 人（令和 7 年 4 月

時点） 

※近隣の大学には東京経済大学、東京学芸大学（小金井市）、東京農工大学

（府中市、小金井市）、津田塾大学（小平市）、白梅学園大学（小平市）など

がある。 

７事業の実施場

所 

①テーマ型交流カフェ：アクティ・ココブンジ 

②大交流カフェ：リオンホール 

８ 役割分担 

（具体的に） 

＜提案団体が担う役割＞ 

・企画立案、調整 

・広報（チラシ等の作成、各種 SNSで発信する内容の提案および発信） 

・企画当日の運営および進行 

・報告書作成 
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＜市が担う役割＞ 

・企画調整補助 

・アクティ・ココブンジおよびリオンホールの予約調整 

・連携先の紹介（各テーマに関連する市内の団体や大学、学生団体） 

・SNSを含めた広報（参加者募集、実施報告の発信） 

・国分寺市職員向けの周知 

・企画当日の運営補助 

・イベント参加者の申込管理および連絡対応 

９目標が達成さ

れた状態 

① 多様な団体、市民、学生、企業、市職員等が交流し、何か事業を始め

る際に連携を図ることができる関係が構築できている状態。 

② 参加した学生や若者をはじめとする市民が、「交流カフェ」の運営に

主体的に携わることができている状態。 

10 市と協働する

意義及び必要性、

協働による相乗

効果 

① 当法人が中間支援組織として培ってきたノウハウ（別紙参照）をもと

に構築された企画を広報・拡散するにあたり、市と一体となって広報

することで情報の信頼性が担保される。その結果、より多様な市民や

関係者の積極的な参画を促し、新たな分野の活動や個々の専門性を活

かした地域全体の活性化につなげることが期待される。 

② 市が運営主体となっているアクティ・ココブンジ（市民活動センター）

を活用した当事業の実施をきっかけとして、市の市民活動及び協働に

係る事業推進に資するとともに、国分寺市内の団体の連携促進につな

がる。また、開催場所となるアクティ・ココブンジの認知度向上およ

び活発な利用状況に結び付けていきたい。 

③ 市が保有する市民・団体・事業者等のネットワークを活かして交流会

を実施することより、これまでアクティ・ココブンジを利用してこな

かったステークホルダーを呼び込むことができる。 

11事業実施後の

展開（成果の活用

方法又は、提案団

体の自主的な活動

展開等） 

① 参加した学生や多様なステークホルダーとの情報共有及び各企画の持

続的な運営体制の構築を目指して、特に若い世代の地域参画に不可欠

であり、相互に情報共有・発信を気軽に実現できる SNS の活用を検討

していく。 

② 当事業で交流した団体や市民との出会いを起点として、新たな連携の

創出につなげていく。 

③ 当年度の事業に参加した学生や若者をはじめとする市民・団体ととも

に、当交流カフェの運営を主体的に担えるような体制作りに努め、更

なる新規層を発掘し続けられる仕組みを構築する。 
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様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体の名称

所在地

設立年月日

会員の状況

活動口的

活動内容・活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

湯合には、委託事業

名、委託契約先名、

委託時期を記入して

下さい。)

団体概要書

(フ9カサ)けテイヒエイリカツト'、ウホウシ"ンェンツリ-

特定非営利活動法人ェンツリー

T 183-0023

東京都府中市宮町一丁目10 0番地ル・シーニュ5階

平成2 0年10月

正会員数12人

(内国分寺市民

賛助会員数

団体
年会費

年会費

個人：3,000円
0

OA)

0人 だムを 個人：ーロ1’000円
0団体 団体：ーロ10, 000円

広〈一般市民に対して、子育て期、熟年期などさまざまなライフステージの

中で、生涯学習の流れに沿って学習を進めてきた多くの女性の学びが、単に

学びに終わるだけでなくポランテイア活動、市民活動、就労、起業など、よ

り積極的な形での社会参画につながることを支援する事業を行う。かつ、そ

の結果発揮されろ能力がより暮らしやすレ、地城づくり、子どもの健全育成、

男女共同参画社会の形成促進に寄与することを目的とし併せて日本に居住

する外国人に対してもその成果を共有することを目的とする。

平成18年4月 「女性のキャリアアップコーディネーター養成講座」

修了生により任意団体ェンツリー設立

ノレ王子市親子つどレ、の広場堀之内運営を受託

東京都認ぼ特定非営利活動法人ェンツリー設立

A王子市でコミュニテイスペースCUORE .堀之内を

自主運営開始

府中市市民活動センターの指定管理者として指定を

受ける(令和4年4月～：第2期指定管理)

府中市多文化共生センタ ーDIVE運営業務を受託

世旧谷区職員向け研修「協働」の業務受託

'6年度府中市市民協働及び共創の推進に係る職員研修の

業務受託

'7年度府中の̶園遊具広場普及啓発イベント等業務を受託

平成2 0年4月

平成2 0年10月

平成2 4年4月

平成2 9年4月

令和2年4月

令和3年～6年度

令和4年～I

令和6年～

�;̶A-<̶� https://www. npo-entree. org/

担当者連絡先



特定非利活法人ェンツリー定

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、特定非営利活動法人ェンツリーという。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。

(目的)

第3条この法人は、広く一般市民に対して、子育て期、熟年期などさまざまのラ

イフステージの中で生涯学習の流れに沿って学習を進めてきた多くの女性の学

びが、単に学びに終わるだけでなくボランティア活動、市民活動、就労、起業

など、より積極的な形での社会参画につながることを支援する事業を行い、か

つその結果発揮される能力がより暮らしやすい地域づくり、子どもの健全育

成、男女共同参画社会の形成促進に寄与することを目的とし、併せて日本に居

住する外国人に対してもその成果を共有することを目的とする。

(特定非雷利活動の種類)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行

9 o

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)まちづくりの推進を図る活動

(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(4)国際瘍力の活動

(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(6)子どもの健全育成を国る活動

け)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(8)前各号に掲げる活動をむう団体の運営又は活動に関する連絡、助言または

援助の活動

(事業の種類)

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業をむう。

(1)女性の社会参画に関する情報提供ならぴに支援事業
(2)市民団体、自主サータル等の運営相談、支援事業
(3)子育てに関する情報提供ならぴに支援事業
(4)コミュニテイピジネスに関する情報提供ならぴに支援事業
(5)男女共同参画社会の形成促進に寄与するための務発広報事業
(6)人権擁護、国際協力に関する情報提供ならぴに支援事業
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(除名)

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名

することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前にあらかじめ通知する

とともに当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不―)

第12条すでに納入した入会金、会費は、返還しない。

第3章役員

(種別及び定数)

第13条この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3人以上10人以内

(2)監事1人以上2人以内

2理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

(進任等)

第14条理事は理事会において選任して総会に報告し、監事は、総会において選任す

る。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以

内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等

以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならな

い。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで

きない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(雜務)

第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は法人の業務についてこの法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を捕佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行す

る。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、こ

の法人の業務を執行する。



(他画)

亭享サ漠

。をなまフ)他傳誉牽面、ェ敦そポ鶏ひ♦穂ね廣輩を達ダ9 q簡

ジ章還マ率、ェ穀を葡驚ひ妾棄囲をi廣まを達冗9ネ■ジ童面q龍ジ廣3■ s

。を

桑ュ5ケマフ2ネ戴春そぼ嘉マつ達ゴ0〕ゾ9ネな嫡$暴雜ひネ、ねジ盲説 z

。9養ユポマフ9ね釜$■裾ユM■纖ひふガToダgo廣轉ひキ、すi曹段泰6T憲

(彙廳雄)

a、 �夕3ざんねサふびメギ★そさ織ひ締春

ジ曹段進まジ廣ひ遂驚、ね夕養2ふ7らすつ巧まぎそ曹説�すジ還第ひ廣廣z

。養ママしぜポ梁な、�タンっなミヤmマ曹紛塀ひネさ票藥養OT翁難び)

。養マ9サうか鍵オパぐギ激ゴお藥ひ翁織、なマひ到袖ひ凝サ(T)

。夕桑ムポマフ9ネ苗報そぜフ、ひT〕iポ驚ひ

奈鶏モi輩還、輪翼ひ奈重面ね章画、ロフiギ書9ネ宗道フj一ひ告ネひタポ盲投寒8T第

(毀教)

a、へをミを⑥サ々夕つざ牌をサフ>�

纖薪、ね養7マねズポ葉9ズ廣子Tひぢ8ひ廣基ひネ、ミらひ童まねXま面泰スT蜜

(だ脚g¥)

a、タタ3夕めサめをq: L�鍵軸

ひキ、ね仏率さネ妥基傳華寂暴、ネェパばゴ綴ェ戦廣與ホXガ鍵、ね盲紛e

D 9ネ？圓腹受寂ひ廣ガひ葉サ笛をう

X華巧廣ひサよサネ、ね履サひ盲祝マつ面糖Qすジ盲謝めX 、ぜマひズ廣s

。パぐぶ遜るポ皇、つさマ。をふマ由S 、め廣妥ひ曹説泰9T第

(彙旗丑)

。マフ9ネ球製還奪鍵ひ晏牽海めX 、ン粥そ

省募フ)逢睦、ェパレジ没ゆひ粟描⑦す妥ひフねて④ゆひね嫡鍵塞ひま面(s)

。マフ9ネ奪班を妾糖、めフj夕徵9ダぶ達ザフiがマさネ$呈裾ひ告縄(ラ)

。マフ9ふ呈裾二)ボ覇ぜをjx妄熟そサフ、ねジタ徵

マつ宵裁そマフ9ぜポぎ逢を¥軍2ネぜ票ジ漠基ね》つ建♦策ねX蒙ン

ひ玉★つ園ジ葉描ねX緯塞ひY染ひ二 、審謀ひ是選9すジま廣⑦告Z壊(S)

。マフ9ふ畢選そ殴め⑦要措ひY策ひフ(S)

。マフ9ネ是選そ投ゆひな矯藥塞ひ逢面(I)

。らなそ錄軸9ぶ謝コjタホ輩選Q



第20条

2

.の法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(維会の構成)

第21条総会は、正会員をもって構成する。

(総会の格能)

第22条総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び予算の承認

(4)事業報告及び決算の承認

(5)監事の選任又は解任、及び報酬

(の解散における残余財産の帰属

(力その他運営に関する重要事項

(総会の簡催)

第23条通常総会は、每年1回開催する。

2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請まをしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の

請求があったとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき

は、その日から3 0日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しな

ければならない。

(総会の議長)

第25条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできな

v\

(総会の議決)
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第30条理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執むに関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の画備)

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面に

より招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請まがあったときは、その

日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面又はファタス、電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前まで

に通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、オンライン会議シ

ステム web会議システム)を通じて出席することができるほか、あらかじ

め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理

事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用について

は、理事会に出席したものとみなす。
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(会計区分)

第42条この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他

の事業会計の2種とする。

(事業年度)

第43条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成

し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第46条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目錄等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならな

レ。

第フ章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の

3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項については

所轄庁の認証を得なければならない。

2この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければなら

ない事項を除く)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
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2この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする

(廣木佑実)

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から平成2 2年5月3 1日までとする。

4この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立

の日から平成21年3月3 1日までとする。

5この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設

立総会の定めるところによる。

6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げ

る額とする。

(1)入会金 正会員(個人)

登録会員(個人)

賛助会員(個人・団体)

(2)年会費 正会員(個人)

登錄会員(個人)

賛助会員(個人) ーロ

(団体) ーロ

1, 000円

1, 000円

0円

6’ 000円

2’ 400円

1, 000円1口以上)

10,000円(1口以上)

7この法人の入会金、年会費を令和3年5月18日より以下のとおり変更する:

(1)入会金 なし

(2)年会費 正会員(個人)

登録会員(個人)

3, 000円

1, 200円

賛助会員(個人) ーロ 1, 000円(1口以上)(変更無)

(団体) ーロ 10, 000円(1口以上)(変更無)

附則

の定款は令和5年3月10日から施行する,

附則

の定款は令和5年6月2 9日から施行する,
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令和6年度活動計算書

自A 口6 -41日至A 口7 3月31日

科目

【経常収益】
【事業収益】
正会員受取会費
受取寄付金
受取助成金
受取補助金
自主事業収益
施設利用料
受託事業収益
参加費
指定管理料
事業収益1
事業収益2
【その他収益】
受取利息
雑収益
経常収益計

【経常費用】
【事業費】
(人件費)
給料手当(事業)
臨時雇賃金
法定福利費(事業)
福利厚生費(事業)
通勤費(事業)
人件費計

(その他経費)
外注費(事業)
印刷製本費(事業)
会議費(事業)
旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品費(事業)
什器購入費(事業)
資材購入費(事業)
修繕費(事業)
賃借料(事業)
委託料(事業)
委託費(事業)
迷会費(事業)
保険料(事業)
研修費(事業)
諸謝金(事業)
支私助成金(事妻)
広告報道費(事業)
支払手数料(事業)
支払利息(事業)
租模公課(事業)
その他経費計
事業費計

特定非営利活
動に係る事業その他事業
(府中)

0

180,000

0

14,500

0

1,750,780

25.229,292

322,600

95,228,000

86,600

4も000

22,914

0

122,878,686

72,422,334

27,000

11,171,093

2,012,585

2,142,894

87,775,906

0

666,620

0

1,149,051

496,478

1,631,543

165,583

117,252

553,124

3,039,336

4,440,100

500,000

78,150

125,236

2,000

3,057,685

1,124,642

34も388

239,532

0

9,368,660

27,099,380

11も875,286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特定非営利活動法人ェンツリ-

…t..

事業部門計管理部門 合計

0

180,000

0

1も500

0

1,750,780

25,229,292

322,600

95,228,000

86,600

4も000

22,914

0

122,878,686

72,422,334

27,000

11,171,093

2,012,585

2,142,894

87,775,906

0

666,620

0

1,149,051

496,478

1,631,543

165,583

117,252

553,124

3,039,336

も440,100

500,000

78,150

125,236

2,000

3,057,685

1,124,642

34も388

239,532

0

9,368,660

27,099,380

uも875,286

36,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,143

0

40,143

36,000

0

14,500

0

1,750,780

25,229,292

322,600

95,228,000

86,600

44,000

0

27,057

0

122,918,829

72,422,334

27,000

11,171,093

2,012,585

2,142,894

87,775,906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666,620

0

1,149,051

496,478

1,631,543

165,583

117,252

553,124

3,039,336

も440,100

500,000

78,150

125,236

2,000

3,057,685

1,12も642

34も388

239,532

0

9,368,660

27,099,380

11も875,286
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令和6年度貸借対照表

科

;JIL ' �

(現金・預金)
小口現金
普通預金
現金・預金計

(売上債権)
売掛金
未収金
未収還付法人税等
売上債権計

(棚卸資産)
貯蔵品
棚卸資産計

(その他流動資産)
前私金
前私費用
仮払税金
その他流動資産け

事業費勘定
流-産合ぎ

の

金額

123,889

40,338,103

40,461,992

0

1,902,709

0

1,902,709

9,000

9,000

125,491

88,440

0

213,931

0

42,587,632

42 587,632

械'貝

未払金

未私費用
前受金
預り金
未私い法人税等
未紘い消費税等
流動負債合計

前期繰越正財産
当’正味財産声'。額

特定非営利活動法人エンツリー

税込]単立：)
の

金額

9,136,262

0

381,600

556,257

253,800

2,84も700

13,172,619

の

13 172 619

23,339,212

6,075,801

29 415 013

42 587 632
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科目

経常収益

1受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費

2受取寄付金

受取寄付金

3受̶成金等

4事業収益

市民活動センタ事業収益(プフッツ指定管理費)

市民活勤センター事業収益(参加費.れ月科)

委ホ料

5その他収益

受取fl息

維収益

経常収益。十

II経常費用

1事業費

(1)人件費

拾料手当

通勤手当

法定福わ費

福そI厚生費

人件費。十

(2)その他径費

売上原価

会ま費

ふ射金

旅費交通費

施ぶ等評価費用

滅価償却費

印刷製本費

通f口運搬費

外注費

広告さ伝費

接待交際費

消耗品費

水道光熱費

研修費

委’モ料

速会費

支払手数料

實借料

地代家賞

保険料

租税公速

f-繕費

支払助成金

その他経費。十

事業費。十

2管理費

(1)人件費

役員報酬

給料手当

法定福利費

福わ厚生費

人件費。十

令和7年度活動予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動特定非営わ活勤特定非営わ活勤

に係る事業(プに係る事ま に係る事業(そ

(DIVE) のf&受。モ事業)

特定非営モI活動

に係ろ事業合。十

± �->"y J

(単位：円)

合。十

39,000 39,000

95,584,000 95,584,000

2,310力00 2,310,000

19,777,363 3,740,000 23,517,363

95,584,000

2,310,000

23,517,363

97,894,000 19,777,363 3,740,000 121,411,363 39,000 121,450,363

76,929,000 13,101,308 90,030,308 0 90,030,308

0

0

2,570,000

311,200

0

0

679,000

410,000

0

486,000

0

1.554,200

0

122,500

0

1'0M,500

50,000

138,000

2,650,000

0

65,000

7,800,000

300,000

2,000,000

20,140,400

97,069,400

0

0

887,000

750,000

0

0

36,000

87,000

0

167,320

0

189,000

0

40,000

0

994,400

0

0

42,900

0

50,000

1,797,942

0

0

5,041.562

18,142,870

3,457,000

L061.200

0

0

715,000

497,000

0

0

1,743,200

0

0

1,998,900

50,000

138,000

2,692,900

0

115,000

9,597,942

2,000,000

3,381,200 25,181,962

3,381,200 115,212,270

3,457,000

1,061,200

0

0

715,000

497,000

0

653,320

0

1,743,200

0

162,500

0

138,000

2,692,900

0

115,000

9,597,942

300,000

2,000,000

0 23,183,062

0 113,213,370

0

0

0 0 0

一定
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令和7年度募集提案型協働事業添付資料

Npo法人ェンツリー交流イペント実績

今回「交流と連携による地域活性化事業」を提案するにあたり、これまでに当法人で実施した事業
で関連性のあるものを下記のとおり掲載する。

府中市民協働まつリ

当法人が指定管理者として運営する「府中市市民活動センタープラッツ」では、「市民がまちでの
活動に関わるきっかけを見つける」「参加する団体どうしがお互いの活動を知り、交流する」「活動
のステップアップや市民協働の輪を広げる」の3点を主たる目的として、毎年11月末の2日間「府
中市民協働まつり」を開催している。当法人としては、開催当日までの各種調整、伴走支援、前日お
よぴ当日の運営を担っている。

市民を運営委員として運営の中心に据え、月1回程度の会議を重ね、参加団体の募集要項を作成す
るほか、プースの配置検討やSNS等による集客、運営委員発案企画の準備.調整など、事務局(当法
人)と運営委員(市民)が一体となって準備をむっている。

また、全参加団体(例年100団体以上の市民活動団体.企業.学校.む政)を実行委員と位置付け、
開催2ケ月前から実行委員会を組織し、全3回の会議でまつり当日に向けた準備などを一緒に話し
合う形で団体間の交流.連携を促している。プース配置を検討する際は、活動テーマで固めること
は敢えてせず、なるべく異なるテーマの団体と同室に配置することで、日ごろ交わることのない団
体との交流を促進させることを心掛けている。

▼運営委員・実行委員との会議・準備の様子
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まつり当日は、約10名の運営委員、100を超える実む委員(=出展団体)に加え、市民ポランティ
アの協力も得ながら、例年、開催2日間で10, 000以上が来場し、交流と協働のきっかけを育み続け
ている。

▼まつり当日の様子
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令和7年度募集提案型協働事業添付資料

オンラインコミュニテイ「学生若者ネットワークの運営

コミュニケーションアプリ「Discord」を用いて、情報交換.交流を行う。自治体内の多様なセクタ
一から、学生や若者へ情報を届けたい場合にも、情報発信の場として活用されている。

(参加実績)
令和6年度：53名参加

▼学生.若者向けのイペント参加者の様子
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テーマ型の交流会事業

「多文化共生をテーマにした交流会の実施

日本語で会話してみたいまたは知り合いを作りたい海外にルーツを持つ方々と、海外の文化を学ぴ
たい方々が、楽しくつながる場作りを実施。回を重ねるごとに常連の市民も増え続けている。

(参加実績)
令和6年度：48回、 延べ853名参加

▼イペントチラシと交流会開催時の様子
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「防災-滅災をテーマにした交流会の実施

ゲストスピーカーによる話題提供を冒頭にむい、その後、団体の活動紹介を交えたフリート‘
交流会を実施。同じテーマで,継続的に実施してもらいたいといった感想も多数いただいた。

-夕の

(参加実績)
令和元年度：33名参加、令和2年度：19名参加、令和3年度：12名参加、令和4年度：16名参加、
令和6年度：13名参加
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